
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済

給付の決定に関する不服審査請求規程

平成１５年１０月１日平成１５年度規程第８号

最近改正：令和５年３月２７日令和４年度規程第８５号

（目的）

第１条　この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」と

いう。）の災害共済給付の決定に関し、学校若しくは保育所等の設置者又は保護者

等から不服の申出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的

とする。

（不服審査請求の受理及び送付）

第２条　センターの災害共済給付に関する当初の給付決定（以下「当初決定」とい

う。）に対し不服の申立て（以下「不服審査請求」という。）があった場合は、これ

を受理するものとする。

２　前項の不服審査請求は、学校の設置者が給付金の支給決定に係る通知を受けた当

該都道府県の給付を担当する課（以下「担当課」という。）において受理するもの

とする。

３　不服審査請求を受理した担当課は、当初決定をした理由等を説明する文書及び関

係書類を添付し、これを速やかに災害共済給付事業部共済企画課に送付するものと

する。

（不服審査請求の期間及び周知）

第３条　不服審査請求の期間は、原則として当初決定を知った日の翌日から起算して

３か月以内にしなければならない。

２　センターは、給付決定に関して不服審査請求ができることを、学校の設置者等に

周知を図るものとする。

３　不服審査請求は、当初決定のあった日から２年を経過したときは行うことができ

ないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

（不服審査請求者）

第４条　不服審査の請求者は、学校・保育所等の設置者、児童生徒等の保護者等（給

付金の受給者）及びその代理人とする。

（審査請求の方式）

第５条　不服審査請求は、文書のほか、口頭でもすることができるものとする。

２　文書で不服審査請求をするときは、請求者は、次の事項を記載するものとする。

（１）児童生徒等の学校・保育所等名

（２）児童生徒等の学年（幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等の場合は年

齢）、性別

（３）児童生徒等の氏名

（４）児童生徒等の保護者（給付金の受給者）の氏名・住所及び加入児童生徒等の

続柄。ただし、成年に達している生徒・学生が不服審査の請求者である場合は、
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記載を要しない。

（５）当初決定を知った年月日

（６）不服審査請求の趣旨及び理由

（７）不服審査請求の年月日

（８）不服審査請求者の氏名及び住所（不服審査請求者が学校・保育所等の設置者

である場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名）

（９）代理人の請求の場合は、代理人の氏名及び住所

３　口頭による不服審査請求は、請求者の陳述に基づき、センター職員が前項の事項

について聴取書を作成して請求者に示し、これに請求者が氏名を記載することによ

り成立するものとする。

（審査）

第６条　不服審査請求に関する審査に当たっては、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター災害共済給付不服審査会設置要綱（平成２４年度要綱第１４号）に基づき設

置される不服審査会において審議に付するものとし、その事務は独立行政法人日本

スポーツ振興センター組織運営規則（平成２４年度規則第１号）第２５条の規定に

基づき、災害共済給付事業部共済企画課が当たるものとする。

規　独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則第２５条⇒Ｐ．１０６

（決定とその通知）

第７条　不服審査請求の全部若しくは一部を容認し、又は棄却の決定をしたときは、

その理由を付した文書をもって、不服審査請求をした者に通知するものとする。

２　不服審査請求をする者が当該学校・保育所等の設置者以外のものである場合は、

このことを当該学校・保育所等の設置者に通知するものとする。

（給付金の支払）

第８条　不服審査請求について審査の結果、給付金の支払が生じたときの支払は、担

当課を通じ、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平成１５年政令第

３６９号）第４条第５項各号（これの準用規定を含む。）に定める者を経由して行

うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第４条⇒Ｐ．２６

（適用除外）

第９条　錯誤、誤記等（学校長や医療機関等の証明内容が変更された場合を含む。）

に関する申し出事項については、この規程は適用しないものとする。

附　則

この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。

附　則　（平成１６年３月３１日平成１５年度規程第８９号）

附　則　（平成１７年３月３１日平成１６年度規程第２７号）

附　則　（平成２０年６月３０日平成２０年度規程第１３号）

附　則　（平成２４年９月２８日平成２４年度規程第９号）

附　則　（平成２５年３月２９日平成２４年度規程第７９号）

附　則　（平成２７年３月３０日平成２６年度規程第３５号）

附　則　（平成２８年３月３０日平成２７年度規程第４５号）

附　則　（平成２８年５月２３日平成２８年度規程第５号）

附　則　（平成３１年３月２７日平成３０年度規程第１７号）
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附　則　（令和４年２月８日令和３年度規程第３５号）

附　則　（令和５年３月２７日令和４年度規程第８５号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。
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独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済

給付請求に係る実地調査要綱

平成２０年１０月１４日平成２０年度要綱第２２号

最近改正：令和５年３月２７日令和４年度要綱第３８号

（趣旨）

第１条　この要綱は、災害共済給付に関する重要案件等の審査に当たり、独立行政法

人日本スポーツ振興センター業務方法書（平成１５年度規則第１号）第２８条の規

定に基づき、実地において調査（以下「実地調査」という。）を行うために必要な

事項を定めるものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書第２８条⇒Ｐ．８０

（調査の目的）

第２条　この要綱で定める実地調査は、災害共済給付に関する重要案件等について公

正かつ適切な災害共済給付を行うことを目的とし、その結果は、災害共済給付に係

る審査資料として利用すると共に学校の管理下における事故災害防止のための資料

としても活用するものとする。

（調査の対象）

第３条　調査の対象は、災害共済給付契約に係らしめる学校及び保育所等（以下「学

校等」という。）とし、原則として、死亡見舞金、障害見舞金及び医療費支払請求

案件のうち、業務管理役が実地調査を行うことを適切と認める案件とする。

（調査方法）

第４条　実地調査は、学校等の関係者との面談その他の方法をもって行う。

（学校等の設置者及び学校等への協力依頼）

第５条　実地調査は、学校等の設置者（以下「設置者」という。）及び当該学校等の

協力を得、実施するものとする。

（調査員の指名）

第６条　業務管理役は、実地調査の実施に当たり、複数の職員を指名し、調査に当た

らせるものとする。

（事前通知）

第７条　業務管理役は、実地調査を行おうとする場合、設置者及び当該学校等に対し、

調査の対象案件、調査員の氏名等をあらかじめ通知するものとする。

（調査記録書の作成及び保存）

第８条　調査員は、調査終了後、災害実地調査調査記録書（別記様式。以下「調査記

録書」という。）を２通作成し、学校長等の確認を得た上、双方で記載者欄を記載

して、各１通を保存する。

２　前項の調査記録書の作成及び保存は、調査員が確認者欄を記載した調査記録書２

通を学校等に送付し、学校長等が確認者欄を記載し、うち１通をセンターへ回送す

ることにより行うものとする。この場合において、業務管理役は、センターへ回送

された調査記録書の写しを設置者に送付する。
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（調査記録書の保存期間）

第９条　調査記録書の保存期間は１０年とし、起算の期間は、当該文書を作成又は取

得した日（起案により作成した文書については決裁を受けた日）の属する年度の翌

年度の４月１日から起算するものとする。

（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、実地調査に関し必要な事項は別に定める。

附　則

この要綱は、平成２０年１０月１４日から施行する。

附　則　（平成２２年３月３１日平成２１年度要綱第１１号）

附　則　（平成２４年６月２６日平成２４年度要綱第７号）

附　則　（平成２４年９月２８日平成２４年度要綱第３９号）

附　則　（平成２７年３月３０日平成２６年度要綱第２１号）

附　則　（平成３１年４月２６日平成３１年度要綱第６号）

附　則　（令和４年２月８日令和３年度要綱第１０号）

附　則　（令和５年３月２７日令和４年度要綱第３８号）

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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別記様式
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独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書に規

定する災害共済給付に関する文書の様式を定める要綱

令和４年１２月１９日令和４年度要綱第９号

（趣旨）

第１条　この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書（平成１５

年度規則第１号。以下「業務方法書」という。）に規定する災害共済給付に関する

文書の様式を定めるものとする。

（様式）

第２条　この要綱で定める様式は、次の表のとおりとする。

様式 文書名 業務方法書

別記様式第１ 災害共済給付契約申込書 第１７条

別記様式第２ 災害共済給付契約書 第１９条

別記様式第３
災害共済給付契約に免責の特約

を付することの申込書
第２０条

別記様式第４
災害共済給付契約に免責の特約

を付したことの通知書
第２０条

別記様式第５

その１（公立の義務教育諸学校

に係る明細書）

共済掛金支払明細書及び共済掛

金控除額明細書

第２３条及

び第２４条

別記様式第５

その２（公立の義務教育諸学校

以外の学校に係る明細書）

共済掛金支払明細書 第２３条

別記様式第６ 共済掛金返還額明細書 第２４条

別記様式第７ 医療費支払請求書

別紙１（１）

災害報告書（義務教育諸学校、

高等学校、高等専門学校又は高

等専修学校用）

別紙１（２）

災害報告書（幼稚園、幼保連携

型認定こども園又は保育所等

用）

別紙２ 災害継続報告書

別紙３（１） 医療等の状況

別紙３（２）（ア） 医療等の状況（診療報酬領収済
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明細書）入院分 第２６条第

１項第１号
別紙３（２）（イ）

医療等の状況（診療報酬領収済

明細書）入院外分

別紙３（２）（ウ）
医療等の状況（診療報酬領収済

明細書）歯科分

別紙３（３） 医療等の状況（柔道整復師用）

別紙３（４）
医療等の状況（はり師・きゅう

師用）

別紙３（５） 訪問看護明細書

別紙３（６） 治療用装具・生血明細書

別紙３（７） 調剤報酬明細書

別記様式第８ 障害見舞金支払請求書

第２６条第

１項第２号

別紙１ 障害報告書

別紙２
障害診断書（障害見舞金支払請

求用）

別記様式第９ 死亡見舞金支払請求書 第２６条第

１項第３号別紙 死亡報告書

別記様式第１０ 医療費支払請求書
第２６条第

２項第１号

別記様式第１１ 障害見舞金支払請求書
第２６条第

２項第２号

別記様式第１２ 死亡見舞金支払請求書
第２６条第

２項第３号

別記様式第１３ 給付金支払通知書 第２９条

別記様式第１４ 損害賠償災害報告書 第３１条

別記様式第１５ 災害共済給付契約原簿 第２２条

別記様式第１６ 災害共済給付原簿 第３０条

別記様式第１７ 免責処理原簿 第３３条

附　則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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別記様式第２
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別記様式第３
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別記様式第４
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別記様式第５

その１（公立の義務教育諸学校に係る明細書）
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その２（公立の義務教育諸学校以外の学校等に係る明細書）
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別記様式第６
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